第１号様式（第５条関係）

須賀川市ごみステーションカラスよけネット支給申請書

年　　月　　日　

須賀川市長

町内会又は行政区名
住　　　　　　　所
氏　　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号

　須賀川市ごみステーションカラスよけネットの支給に関する要綱第５条の規定により、次のとおり申請します。
	番号
	設置場所
	種別
	備考

	
	所在地
	ごみステー
ション番号
	
	

	1
	
	
	大 ・ 小
	

	2
	
	
	大 ・ 小
	

	3
	
	
	大 ・ 小
	

	4
	
	
	大 ・ 小
	

	5
	
	
	大 ・ 小
	

	6
	
	
	大 ・ 小
	

	7
	
	
	大 ・ 小
	

	8
	
	
	大 ・ 小
	


１　添付書類
(1)　カラスよけネットを使用するごみステーションの現況写真
２　注意事項
(1) １会計年度中に申請できる枚数は、町内会又は行政区の世帯数に応じた枚数を限度とする。
(2)　カラスよけネットの支給は、ごみステーション１か所につき原則１枚とする。
(3)　カラスよけネットを適正に管理し、ごみステーションを清潔に保持しなければならない。
(4)　カラスよけネットを目的以外に使用、又は譲渡をしてはならない。
(5)　カラスよけネットは支給決定日から３年以上経過し、経年劣化、不可抗力による破損等、ネットとして使用できなくなった場合に、再支給することができる。
(6)　カラスよけネットの使用に起因して生じた事故及び損害については、市では責任を負わない。
第１号様式（第５条関係）記載例


須賀川市ごみステーションカラスよけネット支給申請書

○年　○月　○日　

須賀川市長

町内会又は行政区名　○○○○町内会
住　　　　　　　所　須賀川市八幡町１３５
氏　　　　　　　名　　須賀川　太郎
電話番号　０２４８－７５－１１１１

　須賀川市ごみステーションカラスよけネットの支給に関する要綱第５条の規定により、次のとおり申請します。
	番号
	設置場所
	種別
	備考

	
	所在地
	ごみステー
ション番号
	
	

	1
	須賀川市八幡町１３５
	１
	大 ・ 小
	

	2
	
	
	大 ・ 小
	

	3
	
	
	大 ・ 小
	

	4
	
	
	大 ・ 小
	

	5
	
	
	大 ・ 小
	

	6
	
	
	大 ・ 小
	

	7
	
	
	大 ・ 小
	

	8
	
	
	大 ・ 小
	


１　添付書類
[bookmark: _GoBack](1)　カラスよけネットを使用するごみステーションの現況写真
２　注意事項
(2) １会計年度中に申請できる枚数は、町内会又は行政区の世帯数に応じた枚数を限度とする。
(2)　カラスよけネットの支給は、ごみステーション１か所につき原則１枚とする。
(3)　カラスよけネットを適正に管理し、ごみステーションを清潔に保持しなければならない。
(4)　カラスよけネットを目的以外に使用、又は譲渡をしてはならない。
(5)　カラスよけネットは支給決定日から３年以上経過し、経年劣化、不可抗力による破損等、ネットとして使用できなくなった場合に、再支給することができる。
(6)　カラスよけネットの使用に起因して生じた事故及び損害については、市では責任を負わない。
